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ご
自
分
の
給
与
支
給
明
細
書
を
改
め
て
確
認
し
、
そ
の
金

額
の
積
算
根
拠
等
を
確
認
し
よ
う
！
分
か
ら
な
い
こ
と

が
あ
れ
ば
、
組
合
役
員
へ
！ 

○
給
料
月
額
（
給
料
表
上
の
級
・
号
給
の
額
・

Ａ
）
が
賃
金
の
核
に
な
る
部
分
で
す
。
こ
れ

に
調
整
額
（
福
祉
施
設
、
病
院
な
ど
勤
務
内

容
、
勤
務
条
件
の
特
殊
性
が
高
い
業
務
の
職

員
に
支
給
・
図
表
２
の
Ｂ
）
を
あ
わ
せ
て
、

給
与
月
額
（
図
表
２
の
Ｃ
）
と
な
り
ま
す
。 

○
こ
れ
に
、
地
域
手
当
（
民
間
賃
金
な
ど
が

高
い
地
域
に
在
勤
す
る
職
員
に
支
給
。
福
島

県
は
非
該
当
）、
扶
養
手
当
（
配
偶
者
、
子
、

親
な
ど
家
族
を
扶
養
す
る
職
員
に
支
給
）
、

時
間
外
勤
務
手
当
、
特
殊
勤
務
手
当
を
合
わ

せ
た
も
の
を
「
月
例
賃
金
・
図
表
２
の
Ｄ
」

と
呼
び
ま
す
。
こ
の
他 

通
勤
手
当
、
期
末
・
勤 

勉
手
当
（
一
時
金
・
ボ 

ー
ナ
ス
と
も
呼
び
ま
す 

）、
退
職
手
当
な
ど
が 

あ
り
ま
す
。 

▼
今
回
の
紙
面
学
習
シ
リ
ー
ズ

は
、
全
国
町
村
評
議
会
作
成
の
「
組

合
員
ノ
ー
ト
」
を
基
に
、「
賃
金
の

基
礎
知
識
」
に
つ
い
て
学
習
す
る

内
容
と
な
り
ま
す
。
早
速
、
始
め
ま

し
ょ
う
。 

▼
労
働
組
合
活
動
の
大
き
な
柱
の

ひ
と
つ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
賃

金
を
維
持
・
改
善
す
る
こ
と
」
で

す
。
賃
金
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
糧

で
あ
り
、
家
族
も
含
め
て
長
期
的

な
生
活
設
計
と
「
豊
か
な
」
人
生
を

送
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
す
。 

▼
そ
れ
で
は
、
賃
金
に
つ
い
て
具

体
的
に
見
て
い
き
ま
す
。
【
図
表

１
】
は
「
組
合
員
ノ
ー
ト
」
か
ら
転

載
し
た
給
与
支
給
明
細
書
の
例
で

す
。
賃
金
（
記
載
は
23
年
時
点
の

額
で
す
が
）
は
、
こ
の
明
細
に
あ
る

よ
う
な
い
く
つ
か
の
要
素
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

紙面学習 

当面の日程 

■3 月 13 日（金） 

18:00～県本部新旧合同役

員会（福島 GP） 
 

■3 月 14 日（土） 

9:00～県本部新旧合同専従

者会議（福島 GP） 
 

■3 月 19 日（木） 

15:00～会津総支部第 63

回定期大会（御宿東鳳） 

 

 

 

【図表１】給与支給明細書の例 （賃金額は 2023 年時点のものです） 

シ
リ
ー
ズ 

44 

『
賃
金
の
基
礎
知
識
』 
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▼
ま
た
組
合
費
を
賃
金
か
ら
「
天
引
き
」

し
て
組
合
に
渡
す
こ
と
を
「
チ
ェ
ッ
ク
・

オ
フ
」
と
呼
び
、
自
治
体
の
条
例
に
定
め

る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
。
例
え
ば

会
津
若
松
市
の
場
合
、
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
第
６
条
の
２
で
、
給
与

か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を

定
め
て
い
ま
す
。
そ
の
内
の
一
つ
に
「
職

員
が
加
入
す
る
職
員
団
体
（
地
公
法
第

52
条
に
規
定
す
る
組
合
）
に
対
し
納
付

す
る
組
合
費
並
び
に
職
員
団
体
と
当
局

と
が
協
定
し
た
貯
蓄
及
び
そ
の
他
の
徴

収
金
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
チ
ェ
ッ

ク
・
オ
フ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
ま
す
。

10
年
５
月
の
総
務
省
「
チ
ェ
ッ
ク
・
オ

フ
に
関
す
る
緊
急
自
己
点
検
の
結
果
」

に
よ
れ
ば
、「
点
検
対
象
団
体
（
全
都
道

府
県
・
市
区
町
村
）
の
約
４
割
が
、
そ
の

条
例
に
根
拠
規
定
が
な
い
状
態
で
チ
ェ

ッ
ク
・
オ
フ
を
し
て
い
た
」
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
総
務
省
の
通

達
（
ご
指
導
）
が
あ
っ
た
よ
う
な
の
で
、

現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
に
お
い

て
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思

い
ま
す
が
、
お
時
間
の
あ
る
時
に
、
ご
自

分
の
自
治
体
の
条
例
を
再
確
認
し
て
み

て
く
だ
さ
い
。 

 
な
お
、
チ
ェ
ッ
ク
・
オ
フ
は
、
使
用
者

の
便
宜
供
与
で
あ
り
、
廃
止
自
体
は
原

則
と
し
て
使
用
者
の
自
由
で
す
。
し
か

し
、
一
方
的
な
廃
止
は
、
不
当
労
働
行
為

に
あ
た
る
と
の
判
決
（
18
年
東
京
高
裁

判
決
・
大
阪
市
敗
訴
）
が
あ
り
ま
す
。 

○
今
年
も
６
分
の
１
が
過
ぎ
た
の
で
す

よ
。
早
い
で
す
ね
ぇ
。 

○
さ
て
、
総
支
部 

芳
賀
沼
事
務
局
長

の
任
期
も
残
り
１
カ
月
と
な
り
ま
し

た
。
総
支
部
春
闘
討
論
集
会
の
団
結
赤

旗
開
き
（
交
流
会
）
を
、
衆
院
選
の
絡
み

で
急
遽
中
止
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
（
キ
ャ
ン
セ
ル
料
の
関
係

で
）
当
初
７
日
（
土
）
に
予
定
し
て
い
た

総
支
部
定
期
大
会
が
19
日
（
木
）
に
ず

れ
込
み
ま
し
た
（
交
流
会
付
）。
一
息
つ

く
暇
も
な
く
退
任
を
迎
え
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
労
い
の
言
葉
を
。 

（
坂
内
） 

 

 

会津総支部ホームペ

ージのトップページ

です。 

 
 

 

 

 

総支部機関紙のバッ

クナンバーは、こち

らから。 

 
 

 

 

 

 

総支部 HP 機関紙 編
集
後
記 

 
 

 
 

 

 

 

 

【図表２】地方公務員の賃金体系 


